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アレルギー疾患情報ウェブサイト「アレルギーポータル」の周知について 
 

公的医療保険制度について、平素より格段の御協力、御尽力を賜り厚く御礼申し上

げます。 
現在、アレルギー疾患対策基本法（平成 26 年法律第 98 号）に基づき策定されたア

レルギー疾患対策の推進に関する基本的な指針（平成 29 年厚生労働省告示第 76 号）

に基づく取組が進められているところです。このたび、別添のとおり、厚生労働省健

康局がん・疾病対策課からアレルギー疾患に対する正しい情報を提供するためのウェ

ブサイト「アレルギーポータル」について周知依頼がありましたのでお知らせします。 
つきましては、その趣旨を御了知いただくとともに、支部への周知等、協力方よろ

しくお願いいたします。 
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厚生労働省健康局がん・疾病対策課 

 

 

アレルギー疾患情報ウェブサイト「アレルギーポータル」の周知について（依頼） 

 

現在、アレルギー疾患対策基本法（平成26年法律第98号）に基づき策定されたアレルギ

ー疾患対策の推進に関する基本的な指針（平成29年厚生労働省告示第76号）に基づく取組

が進められています。本指針において、国は、医療保険者及び後期高齢者医療広域連合に

対して、国が講ずるアレルギー疾患やアレルギー疾患の重症化予防、症状の軽減の適切な

方法等に関する啓発及び知識の普及のための施策に協力するよう求めることとしています。 

厚生労働省補助事業であるアレルギー情報センター事業にて、一般社団法人日本アレル

ギー学会は平成30年10月よりアレルギー疾患に関する正しい情報を提供するためのウェブ

サイト「アレルギーポータル」を開設しています。「アレルギーポータル」では、患者や

その家族向けの情報としてアレルギー疾患の症状や治療等に関する情報、災害時の対応に

関する情報、全国の拠点病院に関する情報、関係省庁・学会等が発行する冊子等のコンテ

ンツを収載しており、継続してその充実に取り組んでいるところです。 

つきましては、貴課室におかれましても「アレルギーポータル」についてその趣旨を御

了知いただくとともに、アレルギー疾患に関する正しい情報の普及にご協力をいただきた

く、貴管下の関係団体及び関係者に対する周知、協力方よろしくお願いいたします。 

 

○アレルギーポータルURL 

https://allergyportal.jp/ 

○アレルギーポータル パンフレットURL 

https://allergyportal.jp/wp/wp-content/themes/allergyportal/assets/pdf/ap_leaflet.pdf 

 

 

<照会先> 

厚生労働省健康局がん・疾病対策課 

       伊藤・塚本・久下 

電話（代表）03-5253-1111(内)2291、2359 

御中 
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（参考）関係法令 

 

 

○アレルギー疾患対策基本法（平成26年法律第98号） 

第十一条 厚生労働大臣は、アレルギー疾患対策の総合的な推進を図るため、アレル

ギー疾患対策の推進に関する基本的な指針（以下「アレルギー疾患対策基本指針」

という。）を策定しなければならない。 

 

 

○アレルギー疾患対策の推進に関する基本的な指針（平成29年厚生労働省告示第76号） 

第２（２）エ 国及び地方公共団体は、医療保険者及び後期高齢者医療広域連合（高

齢者の医療の確保に関する法律（昭和五十七年法律第八十号）第四十八条に規定す

る後期高齢者医療広域連合をいう。）に対して、国及び地方公共団体が講ずるアレ

ルギー疾患やアレルギー疾患の重症化予防、症状の軽減の適切な方法等に関する啓

発及び知識の普及のための施策に協力するよう求める。 

 


